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7 品川水産株式会社　代表取締役 現地

8 全国水産加工業協同組合連合会　代表理事専務 リモート

9 大日本水産会　常務 現地

10 山口県庁水産振興課　課長 リモート

11
株式会社シーフードレガシー　代表取締役
（株式会社シーフードレガシー　上席主任）
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本日の議題

1

１．特定第一種水産動植物等の指定基準及び対象魚種等について

２．特定第二種水産動植物等の指定基準及び対象魚種等について

３．漁獲番号、荷口番号について

４．水産流通適正化制度の全体像について



これまでの検討状況

令和２年１２月１１日 水産流通適正化法公布（施行は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日。）

令和３年５月１７日 第１回水産流通適正化制度検討会議

【主な議論事項】
✓ 特定第一種水産動植物の指定基準について

令和３年６月１５日 第２回水産流通適正化制度検討会議

【主な議論事項】
✓ 漁獲番号・荷口番号について
✓ 水産流通適正化法に係る電子化について

令和３年６月２９日 第３回水産流通適正化制度検討会議

【主な議論事項】
✓ 特定第二種水産動植物の指定基準について

令和３年８月１９日 第４回水産流通適正化制度検討会議

【主な議論事項】
✓ 指定基準について
✓ 特定第一種、第二種水産動植物の対象魚種について
✓ 漁獲番号、荷口番号について
✓ 水産流通適正化制度の全体像について

令和３年内目処 水産流通適正化法施行規則公布

◆ 水産流通適正化制度の詳細については、省令で定められることから、規制の必要性と実行可能性の
両方の観点から、具体的な内容を議論すべく「水産流通適正化制度検討会議」を開催。

令和３年９月中旬頃 パブリックコメント

令和３年１１月頃 水産政策審議会への諮問
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１．特定第一種水産動植物等の指定基準
及び対象魚種等について
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（令和３年５月１７日 第１回水産流通適正化制度検討会議において出された意見）

○ 指定基準についてはバランスが取れていると思う。現時点でリスクが顕在化しているものだけでなく将来的な
リスクも想定する必要がある。ナマコやアワビを規制すれば他魚種に密漁が波及する可能性があり、他の魚種の
指定についても検討いただき、全魚種指定を目指していただきたい。

○ 指定基準に異論はない。特に指定基準の実行可能性の観点が非常に大事。まずはナマコ・アワビをしっかり
やっていってもらい、今後の魚種の追加についても、単に基準を当てはめるだけではなく、実行可能性を十分勘
案の上、漁業者・事業者の声を十二分に聞くシステムを構築し反映してほしい。

○ 海外でも日本のウナギは問題視されている。シラスウナギの漁獲量は減っているし、管理も不十分であり、危
機感を持たれている。施行時に指定するのは困難でも、漁業法のように対象魚種に指定しておいて保留するとい
う形がよいのではないか。

主な意見

○ 第１回検討会議では、事業者の負担や実行可能性を考慮する必要性や将来的な対象魚種の指定拡大について

意見が出されたが、指定基準については概ね合意がなされたところ。

(1) 特定第一種水産動植物： 特定第一種水産動植物に係るこれまでの議論について
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特定第一種水産動植物の指定基準（案）

○ 水産流通適正化法は、「国内において違法に採捕された漁獲物の流通及びこれによる国内水産資源の減少の

おそれ」に鑑み、「国内流通の適正化」を図ることを目的の一としていることから、国内流通規制の対象とな

る水産動植物については、

① 違法漁獲が実態上、深刻な問題となっている魚種を対象とすべきであることから､現に漁業関係法令違反の件

数が多いものや、単価が高い等違法漁獲により不正の利益を得やすいものであること

② 生産額が一定規模以上であり、容易に流通過程に混入することで適正な流通を脅かすものであること

③ 資源状況が悪い魚種を対象とすべきであることから、漁獲量が減少しているものであること

④ 事業者等の負担も考慮し、実行可能性の観点から対応可能であること。

等の条件に合致する魚種を指定することとしてはどうか。

○ 第１回検討会議では、以下の指定基準について議論を行い、概ね合意がなされたところ。
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特定第一種水産動植物の指定基準の指標（案）
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○ 違法漁獲が実態上、深刻な問題となっている魚種を対象とすべきであることから､現に漁業関係法令違反の件数が多

いものや、単価が高い等違法漁獲により不正の利益を得やすいものであること

➝ ① 検挙件数：H21～30年の対象魚種の平均検挙件数が、H21～30年の各年における主要魚種の検挙件数の中央値を平

均した数値（23件）以上の魚種。

➝ ② 1kg当たり単価：H22～R元年の1kg当たり単価が、H22～R元年の主要高級魚（漁業産出額統計の対象となる魚種の

うち単価が上位1/3に入る魚種）の平均価格を平均した値（1,928円）以上の魚種。

○ 生産額が一定規模以上であり、容易に流通過程に混入することで適正な流通を脅かすものであること

➝ ③ 漁業産出額：H22～R元年の対象魚種の平均漁業産出額が、H22～R元年の各年における漁業産出額統計の対象とな

る魚種の中央値を平均した数値（65億円）以上の魚種。

○ 資源状況が悪い魚種を対象とすべきであることから、漁獲量が減少しているものであること

➝ ④ 漁獲量減少率：H29～R元年の対象魚種の平均漁獲量が、H19～21年の平均漁獲量と比較して33％（1/3）以上減少

している魚種。

〇 事業者等の負担も考慮し、実行可能性の観点から対応可能であること

➝ ⑤ 基準①～④に該当するものの中から、実行可能性の観点により優先順位をつけて対応。

※中央値：順位が真ん中の数値（例えば「69魚種の中央値」とは35番目の魚種の数値）。そのデータに極端に大きい値がある場合でも、
平均値は影響を受けるが中央値は影響を受けない。

○ 第１回検討会議では、以下の指定基準の指標について議論を行い、概ね合意がなされたところ。



項目 サザエ アワビ アサリ
イセ
エビ

ウニ
ハマ
グリ

シラス
ウナギ

トコ
ブシ

ナマコ タコ
サケ
(参考)

①検挙件数
（括弧内は延べ件数）

330
(395)

139
(294)

138
(150)

100
(106)

78
(133)

78
(86)

55
(55)

33
(89)

31
(60)

27
(58)

21
(52)

②１㎏当たり単
価（円）

697 7,328 398 4,732 1,371 ー
1,707,000

※5 ー 2,490 612 561

③漁業産出額
（億円）

42 86 63 55 129 ー 167
※5

ー 165
※6

232 614

④漁獲量減少率
（%）

29 52 79 16 31 ー 52
※5

ー 36
※6

27 64

判断基準： は以下の基準を満たすもの。

①検挙件数：H21～30年の対象魚種の平均検挙件数が、H21～30年の各年における主要魚種の検挙件数の中央値を平均した数値（23件）以上の魚種。※1

②１kg当たり単価：H22～R元年の1kg当たり単価が、 H22～R元年の主要高級魚（漁業産出額統計の対象となる魚種のうち単価が上位1/3に入る魚種）の平
均価格を平均した値（1,928円）以上の魚種。※2

③漁業産出額：H22～R元年の対象魚種の平均漁業産出額が、 H22～R元年の各年における漁業産出額統計の対象となる魚種の中央値を平均した数値（65億
円）以上の魚種。※3

④漁獲量減少率：H29～R元年の対象魚種の平均漁獲量が、H19～21年の平均漁獲量と比較して33％（1/3）以上減少している魚種。※4

出典：
※1「沿岸海域等における水産動植物の採捕に係る漁業関係法令違反等の状況調査」（水産

庁管理調整課）より抽出。
※2「市場統計情報（月報・年報）」（東京都中央卸売市場）より抽出。
※3「e-stat漁業産出額（H22～R元年）」より抽出。

※4「e-stat魚種別漁獲量（H22～R元年）」より抽出。
※5 R3年4月「うなぎをめぐる状況と対策について」（水産庁栽培養殖課）より抽出。

産出額については、国内採捕量、取引価格を元に算出。
※6 平成19年以降他の項目と統合されたため、直近のデータから推計。

○ 指定基準に照らし、アワビ、ナマコ、シラスウナギ（ウナギの稚魚。成鰻は対象外。）の計３魚種を指定すること

とする。なお、シラスウナギについては、罰則が強化された漁業法の適用が令和５年１２月からとされていることを

踏まえ、これに伴う流通実態の変化の状況も考慮して、知事許可漁業に移行して一定期間経過後から適用することと

する。

特定第一種水産動植物の対象魚種（案）
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（令和３年５月１７日 第１回水産流通適正化制度検討会議において出された意見）

○ 加工品について、原料50％以上という基準だと現場は混乱すると思う。個別に加工品を指定するのがよいの
ではないか。

○ 加工品の50％以上という基準では対象が多くなり、判断が難しくなると思うので、米国のように対象を絞っ
た方がよいのではないか。

○ 加工品の指定については個別指定の方がわかりやすい。

主な意見

(2) 特定第一種水産動植物等（加工品）： 特定第一種水産動植物等（加工品）に係るこれまでの議論について

○ 第１回検討会議では、加工品については現場の混乱を防ぐためポジティブリスト方式で指定する方がよいと

の意見が出たところ。
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○ 悪意のある事業者にとって得られる利益が大きく、密漁物を混入させるインセンティブがあるものを対象とすべ
きことから、国内流通規制の対象となる水産動植物等については、

① 特定第一種水産動植物が主な原料であるものであること

② 一般的に価値が低く、市場での流通量が限定的である水産系残滓（殻、煮汁等）や副産物を使用して製造したも
のでないこと

③ 事業者等の負担も考慮し、実行可能性の観点から対応可能であること。

等の条件に合致するものを指定することとしてはどうか。

9

指定基準

特定第一種水産動植物等（加工品）の指定基準（案）

○ 第１回検討会議では、加工品の指定基準について議論を行い、概ね合意がなされたところ。



特定第一種水産動植物等（加工品）の指標及び対象加工品（案）

○ 特定第一種水産動植物が主な原料であるもの
➝ 原材料として特定第一種水産動植物が50％以上含有している加工品

○ 一般的に価値が低く、市場での流通量が限定的である水産系残滓（殻、煮汁等）や副産物を使用して製造したも
のでないこと

対象となる加工品(例)

10

特定第一種水産動植物等（加工品）については、判別を容易にするため、告示等においてポジティブリスト
方式で定めることとしたい。ポジティブリストについては後日お示ししたい。

指標

・アワビ
➝煮アワビ
乾燥アワビ
塩蔵アワビ

・ナマコ
➝乾燥ナマコ
塩蔵ナマコ
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２．特定第二種水産動植物等の指定基準
及び対象魚種等について



（令和３年６月２９日 第３回水産流通適正化制度検討会議において出された意見）

○ すべてのＩＵＵを排除するためには全魚種指定が必要だというスタンスだが、現実的に難しいというのは承知して
いる。まずはリスクの高いものから優先的に選定をしていき、その基準やプロセスについては客観的かつ透明性を
持って行うことが大事。その中で今回出された基準案については、成功している米国をよく参考にしつつ、日本の事
情にもあったものであり、また潜在的な要素も勘案しており非常によくできている。

○ ＩＵＵ漁業によって日本の漁業者は悪影響を受けており、不当に低価格のＩＵＵ水産物が流通することにより、国
産水産物の競争力が低下し売れなくなっている。米国では輸入規制の対象となったことで漁業者の利益が上がってき
ているといったレポートもある。日本の漁業者を守るため、引き続き魚種拡大に向けた検討をしていく必要がある。

○ 基準案は委員の意見を反映し、よくできている。現状輸入されていないＩＵＵ魚種の輸入が今後急激に増えたりし
たときにも対応できるようになっている。段階的に措置していくことや、執行体制、実行可能性等も考慮されており、
現実的だと思う。

○ 我が国の漁業、漁業者が多大な影響を受けるおそれがあるＩＵＵ水産物を、まずは指定していくことが望ましい。

主な意見

(1) 特定第二種水産動植物： 特定第二種水産動植物に係るこれまでの議論について

12

○ 第３回検討会議では、対象魚種の指定にあたっては、執行体制、実行可能性も勘案した上で、リスクが高い

と考えられる魚種から対象としてはどうか等の意見が出されたが、指定基準については概ね合意がなされたと

ころ。



特定第二種水産動植物の指定基準（案）
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○ 第３回検討会議では、以下の指定基準について議論を行い、概ね合意がなされたところ。ただし、ＩＵＵ漁

業が行われるおそれが大きい魚種は、資源状況が悪いものだけではなく、資源状況が悪化していないものもあ

り得ることから、国際的な枠組みで必要な資源管理が行われている魚種についても対象とすることとし、一部

指定基準を追加することとする。

（Ａ）法律の規定上は、「外国漁船によって外国法令に照らし違法な採捕が行われるおそれが大きいと認めら

れること」及び「その他の国際的な水産資源の保存及び管理を必要とする事由」により輸入の規制に関す

る措置を講ずることが必要と認められるものが対象とされている。

基準１ 外国漁船によって外国法令に反してＩＵＵ漁業が行われるおそれが大きいもの

基準２ 資源状況が悪い又は地域漁業管理機関（ＲＦＭＯ)等による資源管理が行われている

又は重量当たり単価が高いもの

（Ｂ）（Ａ）に該当する場合であっても、輸入が少量のものについては輸入事業者等の負担に比して制度施行

当初から対象とする必要性は低い。→当初は、一定の輸入量があるもの等を対象とすべき。

基準３ 日本に一定量以上の輸入がなされている又は輸入が急増しているもの

（Ｃ）以上の基準を満たすもののうち、実行可能性の観点から、準備状況が整ったものから選定。

基準４ 法執行体制その他の法施行準備の観点から実行可能であるもの

← 基準１～３に該当するものの中から、法執行能力の範囲で優先順位をつけて対応



特定第二種水産動植物の指定基準の指標（案）
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○ 第３回検討会議では、以下の指定基準の指標について議論を行い、概ね合意がなされたところ。

なお、追加された指定基準に対応するとともに、さらに日本の漁業者に影響を与えるおそれがあるものについて

は対象とすべきとの意見もあったことを考慮し、一部指標を追加することとする。

基準１ 外国漁船によって外国法令に反してＩＵＵ漁業が行われるおそれが大きいもの

→ ① 旗国、沿岸国又は地域漁業管理機関においてＩＵＵ漁船リストが整理されているなど、

ＩＵＵ漁業の実態が報告されているもの

基準２ 資源状況が悪い又は地域漁業管理機関（ＲＦＭＯ）等よる資源管理が行われている又は重量当たり

単価が高いもの

→ ② ＦＡＯの漁獲データにおいて2016～2018年の対象魚種の世界の平均漁獲量が、10年前となる2006～

2008年の世界の平均漁獲量と比較して20％以上減少しているもの

又は、我が国周辺海域において地域漁業管理機関（ＲＦＭＯ)等による資源管理措置が行われているもの

（※我が国のＥＥＺ及び公海にまたがって存在する資源であって、ＮＰＦＣによる資源管理が行われているもの）

又は、１kg当たり単価が高いもの：2010～2019年の主要高級魚（漁業産出額統計の対象となる魚種のうち

単価が上位1/3に入る魚種）の平均価格を平均した値（1,928円）以上の魚種

基準３ 日本に一定量以上の輸入がなされている又は輸入が急増しているもの

→ ③ 輸入額が一定額以上（10億円）

（※ 輸入額が10億円以上となる魚種は、2020年貿易統計情報では約40種）

又は、輸入額が１億円以上で、過去３年間と比較して輸入額が20％以上増加したもの

基準４ 法執行体制その他の法施行準備の観点から実行可能であるもの

→ ④ 法執行に従事する政府関係者等の体制等を勘案して判断

（※執行能力の観点から、他の制度でＩＵＵ漁業の抑止を目的とした輸入規制が行われているものは除外。）
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○ 指定基準に照らし、施行当初の対象魚種としては、サンマ、イカ、サバ、マイワシの計４魚種を指定することと

したい。なお、アワビ、シラスウナギについては、養殖物が多いことや国際的な枠組みでの対応が進捗中であるこ

とを踏まえ、施行当初の対象魚種には指定しない。

特定第二種水産動植物の対象魚種（案）

項目

我が国EEZ周辺で漁獲されるもの

サンマ イカ サバ マイワシ

①ＩＵＵ漁業が確認され
ている

〇
NPFC

〇
NPFC

〇
NPFC

○
NPFC

②漁獲量減少率が20％
以上

〇 〇 × 〇

②我が国周辺海域にて地域漁
業管理機関（RMFO）等による
資源管理措置が行われている

○ ○ ○ ○

②１kg当たり単価
(円/kg)が高い

１８０ ３９２ ９２ ５９

③輸入額が10億円以上
又は輸入額増加率が
20％以上

〇 〇 〇 〇

④他の制度で同様の
規制はない

〇 〇 〇 〇

※1 米国ＳＩＭＰにおいて対象とされている。
※2 米国ＵＳＩＴＣ(United States International Trade Commission)の調査においてＩＵＵ漁業が行われているとされている。

特定水産動植物（漁業法）

アワビ ナマコ
シラス
ウナギ

○ ※1
米国 SIMP

○ ※1
米国 SIMP

〇 ※2
米国 USITC

〇 × 不明

－ － －

７,３２８ ２,４９０ １,７０７,０００

〇 × 〇

〇 〇 〇

又は

又は
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特定第二種水産動植物の対象魚種（案）

項目

国際的に幅広く漁獲されているもの

タラ類
ヒラメ
・カレイ

カニ タコ エビ
サケ
・マス

クロ
マグロ

ミナミ
マグロ

メバチ キハダ ビンナガ カツオ

①ＩＵＵ漁業が確認
されている

○ ※1
米国SIMP

〇※2
○ ※1

米国SIMP

〇※3
米国
USITC

○※1
米国SIMP

〇※3
米国
USITC

〇
ICCAT

〇
CCSBT

○
※4

○
※4

○
※4

○
※4

②漁獲量減少率が
20％以上

× × × × × ×
×
※5

×
※6

×
※7

×
※8

× ×

②我が国周辺海域にて地
域漁業管理機関
（RMFO）等による資源管
理措置が行われている

－ － － － － － × × × × × ×

②１kg当たり単価
(円/kg)が高い

１１１ ５００ ２,７４１ ６１２ １,５６１ ５４７ １,７５９ １,９７７ ９６４ ４８８ ３５１ ２５０

③輸入額が10億円
以上又は輸入額
増加率が20％以
上

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

④他の制度で同様
の規制はない

〇 〇
×

規制有
〇 〇 〇

×
規制有

×
規制有

×
規制有

×
規制有

〇 〇

※1 米国ＳＩＭＰにおいて対象とされている。

※2 韓国において中国漁船の検挙実績あり。

※3 米国ＵＳＩＴＣ(United States International Trade Commission)においてＩＵＵ漁業が行われているとされている。

※4 ＷＣＰＦＣ、ＩＣＣＡＴ等地域漁業管理機関においてＩＵＵ漁船リストは整理されているが、どの魚種を対象としているかどうかは明らかにはなっていない。（地域漁

業管理機関に未登録の漁船が操業していることのみでもＩＵＵ漁船リストに掲載されるため、どの魚種を目的として操業しているかは不明である。）

※5 資源状況は、東大西洋では高位、西大西洋では中位、東部太平洋では低位。（出典：水産庁「令和２年度国際漁業資源の現況」）

※6 資源状況は、低位。（出典：水産庁「令和２年度国際漁業資源の現況」）

※7 資源状況は、大西洋では低位、インド洋では中位、東部太平洋では中位～低位、中西部太平洋では中位。（出典：水産庁「令和２年度国際漁業資源の現況」）

※8 資源状況は、大西洋では低位、インド洋では低位、東部太平洋では低位、中西部太平洋では中位。（出典：水産庁「令和２年度国際漁業資源の現況」）

又は

又は



（令和３年６月２９日 第３回水産流通適正化制度検討会議において出された意見）

○ 対象魚種の指定基準については異論なし。ただし輸入業者の立場として、輸入業者に過重な事務負担が生じな
いよう喫緊の魚種に限定してお願いしたい。

○ 指定基準の考え方は特に異論はない。確認として、通関後は特に規制はないということでよいか。輸出する国
が円滑に証明書を出すよう政府からしっかり働きかけてほしい。加工品について品目で指定するとあったが、量
が少ないものであれば対象外になるものもあるのではないか。

〇 省令で指定する際には、例えば「塩蔵品」等、基本的には対象となる加工品を個別に指定をする形を検討し
ている。

主な意見

(2) 特定第二種水産動植物等（加工品）： 特定第二種水産動植物（加工品）に係るこれまでの議論について

○ 第３回検討会議では、対象となる特定第二種水産動植物の加工品の指定にあたっては、輸入業者の負担も勘

案した上で指定する必要があるとの意見が出されたところ。また、特定第一種水産動植物の加工品と同様に、

ポジティブリスト方式によって個別に指定する方法を提案し、指定基準については概ね合意がなされたところ。
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特定第二種水産動植物等（加工品）の指定基準（案）

○ 悪意のある事業者にとって得られる利益が大きく、密漁物を混入させるインセンティブがあるものを対象と
すべきことから、輸入規制の対象となる水産動植物等については、

１ 特定第二種水産動植物が主な原料であるもの

２ 一般的に価値が低く、市場での流通量が限定的である水産系残滓（殻、煮汁等）や副産物を使用して製造し
たものでないもの

２ 法執行体制その他の法施行準備の観点から実行可能であるもの

等の条件に合致するものを指定することとしてはどうか。

指定基準

18

○ 第３回検討会議では、加工品の指定基準について議論を行い、概ね合意がなされたところ。



特定第二種水産動植物等（加工品）の指標及び対象加工品（案）

１ 特定第二種水産動植物が主な原料であるもの
➝ ① 原材料として特定第二種水産動植物が20％以上含有している加工品

２ ② 一般的に価値が低く、市場での流通量が限定的である水産系残滓（殻、煮汁等）や副産物を使用して製
造したものでないもの

２ ③ 法執行体制その他の法施行準備の観点から実行可能であるもの

特定第二種水産動植物等（加工品）については、HSコード等を参考にし、判別を容易にするため、告示等に
おいてポジティブリスト方式で定めることとしたい。ポジティブリストについては後日お示ししたい。

指標

対象となる加工品(例)

・イカ
➝イカ（塩蔵・乾燥）
➝イカ（くん製）
➝イカ調整品（くん製）

・サンマ
➝サンマ（フィレ）
➝サンマ（魚肉）

・サバ
➝サバ（フィレ）
➝サバ（魚肉）

・マイワシ
➝マイワシ（フィレ）
➝マイワシ（魚肉）
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（令和３年５月１７日 第１回水産流通適正化制度検討会議において出された意見）

○ 指定基準については賛成。ナマコ、アワビを規制することで密漁リスクは他の魚種に移っていくことから、
魚種全体に拡大していくロードマップが必要だと考えている。

（令和３年６月２９日 第３回水産流通適正化制度検討会議において出された意見）

○ 日本の漁業者を守るため、引き続き魚種拡大に向けた検討をしていく必要がある。そのためには、今後のロー
ドマップを描き、どう対象魚種を増やしていくかを検討する体制を整備していただきたい。

○ 指定基準をどう評価するかは、この先どのように進んでいくのかによる。実効可能性は大事だが、ＩＵＵを
しっかり防止するには今後のロードマップが大事。ＥＵは全魚種、米国も全魚種になろうとしている。その流れ
で水産物輸入量3位の日本にＩＵＵ漁獲物が集中する可能性もあるので、魚種拡大は必要であり、その最初のス
テップということであれば納得出来る。

主な意見

指定に関するロードマップに係るこれまでの議論について

○ 第１回、第３回検討会議では、魚種指定について、ロードマップの策定が必要との意見が出されたところ。
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指定に関するロードマップ（案）について
○ 世界第３位の水産物輸入国としてのＩＵＵ漁業に関する国際責任を果たすべく、対象魚種の拡大について推進。

○ リスクベース及び実行性の観点を踏まえ、特に指定する緊要性が高い魚種から指定。

○ 指定基準の指標、対象魚種については、多様なステークホルダーから構成される検討会議の議論や水産政策審議会の諮問・答申を

踏まえ、２年程度ごとに検証・見直し、指定魚種は順次拡大していく仕組みとする。

指標に該当するか定期的な数値の検証（毎年）

Ｉ
Ｕ
Ｕ
漁
業
の
抑
制
・
根
絶
を
推
進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

R3.12
指定

アワビ※1

ナマコ※1

シラスウナギ※1

イカ※2

サンマ※2

マイワシ※2

指定基準の指標の検証・見直し
⇩

対象魚種の検証・見直し

２年程度ごとに検証・見直し

Ｒ９

※１ 特定第一種水産動植物の対象魚種
シラスウナギについては、知事許可漁業に移行して

一定期間経過後から適用
※２ 特定第二種水産動植物の対象魚種
※３ 具体的な指定魚種は見直しの際に事前に提示

当
初
の
指
定
魚
種

２年程度ごとに検証・見直し

R4.12
施行

１回目
検証・見直し

２回目
検証・見直し

サバ※2

見直しの魚種の例（イメージ）※３

Ｐ７、Ｐ１５、Ｐ１６
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３．漁獲番号、荷口番号について



（令和３年６月１５日 第２回水産流通適正化制度検討会議において出された意見）

○ 本制度に係る漁獲番号等の伝達義務、取引記録の作成・保存義務については、現場が混乱しないよう、且つ過
度な負担とならないよう十分に配慮いただきたい。その観点から、16桁という漁獲番号の桁数については、負
担が大きいと認識。取引番号については、これまで産地市場で使用してきた買受人番号等、漁協や産地市場ごと
に設定できるよう現場での運用を認めることで、漁獲番号の伝達を省略することも含めて検討し、実行可能性の
ある制度として欲しい。

○ ＩＵＵ漁業由来の水産物を防ぐ上では16桁がよいと思料。原案であれば、誰が、いつ取り扱ったのか、数字
で判別できる上、今後の魚種拡大に向け、桁数にも余裕がある。他方、課題として、漁獲番号から荷口番号への
変換については、システムとしてしっかり番号の真正性を担保できるものにする必要性があるほか、番号の真正
性をチェックできる仕組みがあるとよい。

○ 番号の伝達や電子化について仕方ないとは思うが、負担のかかるところである生産者、仲卸の話をよく聞いて
制度について検討していただきたい。

主な意見

漁獲番号、荷口番号に係るこれまでの議論について
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○ 第２回検討会議では、漁獲番号及び荷口番号については、制度の信頼性を担保しつつも、現場へ過度の負担

とならないよう十分に配慮した実行可能性のある制度とすべきと意見が出されたところ。



漁獲番号の考え方

24

○ 漁獲番号については、適法漁獲物のみを識別可能とするとともに、漁獲情報が川下の事業者まで正確に伝達
されることで取引記録の真正性を担保する観点から、①届出番号、②取引年月日、③取引番号の３要素で構成
される１６桁のものとする。なお、伝票等を活用した簡易な方法によることも可能とする。

（１）届出採捕者を起点に特定第一種水産動植物等を
他の取扱事業者に譲渡する際に、漁獲物ごとの
識別可能性、追跡可能性を担保する観点から、
漁獲番号の伝達を義務付けることとしている。

（２）また、漁獲番号を記録した取引記録の作成・保
存義務が事業者に課されているのは、水産動植物
の採捕者や産地、取引年月日などの漁獲物情報が、
川下の事業者まで正確に伝達され、事後のトレー
サビリィティを可能とするためである。

（３）このため、漁獲番号の構成要素としては、
①届出採捕者の漁獲物であることを示すための
「届出番号」

②流通の起点となる取引の日を示すための
「取引年月日」

③取引の起点となる入札ロットの別を示すための
「取引番号」

とすることが適当ではないか。

（１）構成要素①：届出番号
・ 届出番号については、全漁業経営体＋全漁業就業
者に通知する場合、６桁で足りるが、新規漁業就業
者や漁業者の法人化による届出を考慮するとともに、
将来的なシステム改修コスト等を踏まえ７桁が適当

（２）構成要素②：取引年月日
・ 取引年月日等の日付に係る表記については、国際
規格として、西暦下２桁を入れた６桁（ＹＹＭＭＤ
Ｄ）が推奨されていることから、漁獲番号に係る取
引年月日については、６桁（ＹＹＭＭＤＤ）が適当。

（３）構成要素③：取引番号
・ これまでの産地調査において、ナマコ取引の盛ん
な漁協においては、各支所で漁業者が水揚したロッ
ト単位で漁協が競りを行っており、１２月の最盛期
には１日の取引単位が２桁を超える。漁協の届出
番号において漁獲番号を発行する場合は取引番号が
２桁を超える場合が想定され、こうした事例にも
対応できるよう、取引番号は３桁（９９９）とすること
が適当。

→以上のことから、漁獲番号は１６桁とすることが適当。

漁獲番号に求められる機能 漁獲番号の桁数に係る考え方



漁獲番号の付番例
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１２３４５６７ ２１０６１５ ００１

１２３４５６７２１０６１５００１

①届出番号（７桁） ②取引年月日（６桁） ③取引番号（３桁）

〇 例えば、届出番号「１２３４５６７」の届出採捕者が、２０２１年６月１５日に産地市場にアワビ
を出荷し、漁協がロットを割り振り、入札ロット１番として取引がなされた場合、
一次買受業者に伝達される漁獲番号は以下のとおりである。

漁獲番号１６桁



伝票を活用した漁獲番号の伝達方法

〇伝票に届出番号をあらかじめ表示し、取引年月日
（6桁）と取引番号（3桁）部分はブランクとする。
⇒伝票様式の変更等で対応

納 品 伝 票
送
り
先

２０２１年６月３０日

○○○漁協
住所 ○○県○○市00-00
電話番号 000-000-0000

出
荷
者

△△水産
住所 △県△△市00-00
電話番号 000-000-0000

No. 品 名 数 量 金額 備 考

１ ナマコ 50kg 100,000

２

３

４

漁獲番号：1111001-________-＿＿

210630

伝票を渡す際に、取引年月日6桁を記載
（西暦下2桁＋年月日4桁）

届出番号 取引番号

漁獲番号：1111001-__________-＿＿＿

取引年月日

００１

取引番号3桁は、産地の取引実態等に
合わせ、柔軟に設定

26



荷口番号の考え方

27

○ 荷口番号については、荷口の統合や小分けを行うことが想定される中、漁獲番号と同様唯一無二とし、トレー
サビリティの正確性を担保する観点から、複数の漁獲番号に代えて伝達可能な番号として、①事業者を区別する
番号、②取引年月日、③取引番号の３要素で構成される１６桁のものとする。なお、伝票等を活用した簡易な方法
によることも可能とする。

（１）特定第一種水産動植物が流通業者や加工業
者に譲渡し又は引渡しがなされた場合、漁獲
番号の異なる複数の荷口が統合又は加工過程
で混在し、また、小分けにして販売されると
きもあり、その全ての漁獲番号を記録する必
要があることから、統合等される荷口数が多
くなればなるほど、譲渡し又は引渡しする際
に伝達・記録される漁獲番号が膨大な数にな
る可能性がある。

（２）これは加工・流通業者等にとって大きな負
担となるだけではなく、伝達・記録事項が複
雑化することは追跡の正確性の担保からも望
ましくないため、本制度においては、一定期
間内に統合された複数の漁獲番号に代えて別
の荷口番号を伝達できることとしたところ。

（３）荷口番号によって伝達する場合においては、
追跡可能性を担保するため、当該荷口番号に
対応する漁獲番号について記録を作成し、保
存する必要。

荷口番号に求められる機能

（１）構成要素①：事業者を区別する番号である
ことが必要であり、漁獲番号と同様７桁が適当。

（２）構成要素②：年月日
漁獲番号と同様に、取引年月日等の日付に

係る表記については、国際規格として推奨さ
れている６桁（ＹＹＭＭＤＤ）が適当。

（３）構成要素③：取引番号
大手事業者によっては、100以上の取引先に

販売するケースも想定されるため取引番号は
３桁（９９９）が適当。

→ 以上のことから、荷口番号は１６桁とすること
が適当。

荷口番号の桁数に係る考え方



荷口番号の付番例
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５２３４５６７ ２１０６１５ ００１

５２３４５６７２１０６１５００１

①事業者を区別する番号（７桁） ②取引年月日（６桁） ③取引番号（３桁）

荷口番号１６桁

〇 例えば、届出番号「５２３４５６７」の仲卸業者が、アワビをサイズこと等に再編成し、
２０２１年６月１５日に加工業者等へ出荷した場合、加工業者等に伝達される荷口番号は以下の
とおりである。



伝票を活用した荷口番号の伝達方法

〇伝票に事業者番号をあらかじめ表示し、 取引
年月日（6桁）部分はブランクとする。
⇒伝票様式の変更等で対応

納 品 伝 票
送
り
先

２０２１年６月３０日

○○○水産
住所 ○○県○○市00-00
電話番号 000-000-0000

出
荷
者

△△商事
住所 △県△△市00-00
電話番号 000-000-0000

No. 品 名 数 量 金額 備 考

１ ナマコ 50kg 100,000

２

３

４

210630

伝票を渡す際に、取引年月日6桁のみ記載
（西暦下2桁＋年月日4桁）

事業者番号 取引番号

荷口番号：5111001-__________-

取引年月日 取引番号

００１

取引番号3桁は取引実態に合わせて
柔軟に設定

荷口番号：5111001-________-＿＿
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周知・普及啓発等に関する支援策について

協議会を構成

漁業協同組合等

小売・飲食業者

加工・流通業者
都道府県

有識者

協力・支援

協議会で想定される検討事項

○集荷から競り、出荷までの手続きの確認とルールの整備
○漁獲番号等の付与・伝達等の履行方法の確認
○システムの導入 等

協議会の業務

○ 水産流通適正化制度の対象となる事業者等に
対する説明会等を通じた周知・普及啓発

○ 関係事業者の取組に対する各種支援・助言
等

○ 水産流通適正化法の対象魚種となる特定の水産動植物の流通にあたっては、漁獲番号の伝達、記録の保存等が必要
となるが、制度の円滑な施行に向け、各地域において制度の理解を深め、実行的かつ適正な取組をできるようにする
ことが必要。

○ 当該制度は漁業者のみならず、加工業者・流通業者・販売業者等、多くの事業者の協力が必要であることから、関
係者の間で認識を共有し、協力して取り組む体制を構築する必要。

○ そのため、都道府県単位で、都道府県、漁業協同組合、漁業者、加工・流通業者等を構成員とした協議会を組織し
ていただき、国はその運営に対して支援を行うこととする。

30
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４．水産流通適正化制度の全体像について



４．水産流通適正化制度の全体像（特定第一種水産動植物等について）

特定第一種水産動植物等に係る制度スキーム

○ 国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種（特定第一種水産動植物）について、
①漁業者等による行政機関への届出、②届出採捕者による漁獲番号等の伝達、③取扱事業者間における情
報の伝達、④取引記録の作成・保存、⑤取扱事業者の届出、⑥輸出時に国が発行する適法漁獲等証明書の
添付を義務付ける。

32

農林水産省
（一部の事務は都道府県が実施）

輸
出
業
者

①届出

届出番号（７桁）
の通知

消
費
者
等

※ 小売店、飲食店については届出義務は対象外。

漁業者又は
漁業者が所属する団体

②漁獲番号等
の伝達

④取引記録の
作成・保存

④取引記録の作成・保存

⑤届出

取扱事業者

一
次
買
受
業
者

加
工
業
者

流
通
業
者

販
売
業
者※

③漁獲番号等
（16桁）の伝達

適法漁獲等
証明書発行

③漁獲番号等
の伝達

④

届出番号 ➝ 漁獲番号

届出事項
組合名 〇〇
代表者氏名
所在地 〇〇〇〇〇
連絡先 〇〇〇〇
取り扱う水産動植物

ナマコ
等

届出事項
法人名 〇〇○○ 法人番号 ○○○○○

代表者氏名 ○○○ 所在地 〇〇〇〇〇
連絡先 〇〇〇〇 取り扱う水産動植物 ナマコ
事業種類 水産加工業 等

事業者番号（７桁）
の通知

申請

③漁獲番号等
（16桁）の伝達

③漁獲番号等
（16桁）の伝達



特定第二種水産動植物等に係る制度スキーム

外国

国内流通

税関による書類確認

輸入業者等

海外事業者

証明書の添付

証明書の発行

外国の政府機関等

日本

適法に採捕された
ことを示す証明書

必要書類の
提出・申請

○ 国際的にIUU漁業のおそれが大きい魚種（特定第二種水産動植物）等については、輸入時に外国の政府機
関等発行の証明書等の添付を義務付ける。

適法に採捕された
ことを示す証明書

外国政府等と協議を行い、欧米の事例も参考
に証明書の様式等について取り決めを行い、
その旨を輸入事業者等へ通知。

水産流通適正化制度の全体像（特定第二種水産動植物等について）
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(参考資料) 

デジタル・ガバメント実行計画 （令和２年 12 月 25 日 閣議決定） 

６ 行政手続のデジタル化 
（前略） 
各府省は、この方針に従って、別紙１から３までに記載する対象行政手続について、必要
な情報システム整備等を行い、オンライン化等を順次実施する。 
（後略） 
 
別紙１ オンライン化等を実施する行政手続等 
23. 農林漁業者等に係る農林水産省関係手続（◎農林水産省） 
農林漁業者等に係る農林水産省が所管する行政手続（補助金等の申請を含む。）について、

2019 年度（令和元年度）から２年間で、農林漁業者等の利便性向上及び行政事務の効率化
を図るため、オンラインによる申請等を受け付ける「農林水産省共通申請サービス」（eMAFF）

の整備を進めており、農業経営改善計画の認定の申請、経営所得安定対策・水田活用の直
接支払交付金の交付申請など一部の手続についてはオンライン申請が可能になっている。
2021 年度（令和３年度）からは、eMAFF の基盤を強化しつつ、他の行政手続についてもオ
ンライン化を着実に進め、2022 年度（令和４年度）までにオンライン化率 100％を目指す
（対象手続の詳細については、2020 年度（令和２年度）末に取りまとめ予定の「行政手続
等の棚卸調査」などにおいて示す。）。 
（後略） 

 

 

規制改革実施計画 （令和２年７月 17 日 閣議決定） 

Ⅱ分野別実施事項 

５．農林水産分野 

（11）漁獲証明制度の創設について 

 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

17 漁獲証明制
度の創設に
ついて 

a 国内で流通する水産物（指定水産動植物）、輸
出する水産物（指定輸出水産動植物）、輸入する水
産物（指定輸入水産動植物）のいずれにおいても、
違法又は過剰な採捕の実態をデータで把握し、こ
れに基づき、対象魚種の指定基準を明らかにした
上で、違法又は過剰に採捕が行われるおそれのあ
る魚種について順次対象を拡大する。そして、そ
の指定に関するロードマップとスケジュールを明
確化する。 
b 漁獲証明や取引記録の保存、漁獲証明番号の伝
達を簡易かつ適切に行うことができる電子的な方
法の具体像とその導入に向けたスケジュールを明
確化する。 
c 漁獲証明を実施する登録証明機関となるため
の要件とされる「組織体制や知識・技能、経理的
基礎等の要件を満たす者」という基準を具体的か
つ透明な基準として明らかにする。また、これら
の要件を継続的に充足しているかモニタリングす
る仕組みを構築する。 
d 指定輸入水産動植物については、輸入に際し、
漁船の所属国発行の漁獲証明書の真正性を担保す
る具体的な措置を明確化する。 

a：令和３年度上期
以降継続的に措
置、ただし魚種指
定のロードマップ
とスケジュールの
明確化に係る部分
については令和３
年度上期措置 
 
b：令和２年度措置 
 
c,d：令和３年度上
期措置 
 

農林水産省 
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